
放
課
後
児
童
支
援
員
研
修
の
受
講
義
務
に
係
る
提
案
に
つ
い
て
①

放
課
後
児
童
支
援
員
研
修
の
受
講
義
務
に
つ
い
て

放
課
後
児
童
支
援
員
研
修
は
、
保
育
士
や
教
員
免
許
な
ど
の
有
資
格
者
や
、
有
資
格
者
以
外
で
一
定
の

現
場
経
験
を
積
ん
だ
方
が
、
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
勤
務
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
内
容
に
つ
い

て
、
受
講
い
た
だ
く
も
の
。

平
成

28
年
度
末
現
在

36
,6

94
人
が
受
講
（
全
体
の

44
％
）

子
ど
も
を
巡
る
現
状
や
児
童
福
祉
関
係
の
制
度
・
法
令
は
こ
こ
十
年
近
辺
で
み
て
も
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、

一
定
の
経
験
を
積
ん
で
い
る
方
も
受
け
て
頂
き
、
最
新
の
状
況
に
習
熟
し
て
頂
く
こ
と
が
必
要
と
認
識
。

学
校
管
理
下
の
暴
力
件
数

日
本
語
指
導
が
必
要
な
児
童
数

通
級
指
導
を
受
け
る
児
童
数

要
保
護
・
準
保
護
の
児
童
数

●
小
学
生
を
め
ぐ
る
こ
こ

10
～

20
年
の
変
化
の
例

（
出
典
：
教
育
再
生
実
行
会
議
提
言
第

10
次
提
言
参
考
資
料
）

●
児
童
福
祉
法
関
係
法
令
の
昨
今
の
動
き

子
ど
も
・
子
育
て
新
制
度
の
施
行
（
Ｈ

27
）
、
児
童
福
祉
法
改
正
（
児
童
を
中
心
に
位
置
付
け
、
そ
の
上
で
、
国
民
、
保
護
者
、
国
・地

方
公
共
団
体
が
支
え
る
と
い
う
形
で
、
児
童
の
権
利
を
明
確
化
）

厚
生
労
働
省
の
考
え
方
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重点番号２：放課後児童健全育成事業に係る「従うべき基準」等の見直し（厚生労働省）



放
課
後
児
童
支
援
員
研
修
の
受
講
義
務
に
係
る
提
案
に
つ
い
て
（
受
講
資
格
関
係
）

①
高
校
を
卒
業
し
て
い
な
い
方
が
放
課
後
児
童
支
援
員
研
修
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
の
考
え
方

当
該
提
案
に
関
連
し
、
研
修
制
度
が
発
足
し
た
平
成

27
年
度
以
前
か
ら
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
勤
務
す
る

方
の
実
態
等
を
調
査
の
上
、
今
後
の
対
応
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

○
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
2
6
年
厚
生
労
働
省
令
第
6
3
号
）
（
抄
）

第
1
0
条
第
３
項

放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
保
育
士
（
略
）
の
資
格
を
有
す
る
者

二
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

三
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
（
略
）
を
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
2
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の

四
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者

五
～
八
（
略
）

九
高
等
学
校
卒
業
者
等
で
あ
り
、
か
つ
、
2
年
以
上
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
類
似
す
る
事
業
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
た
も
の

②
児
童
厚
生
員
の
資
格
を
有
す
る
方
へ
の
放
課
後
児
童
支
援
員
研
修
の
免
除
に
つ
い
て

放
課
後
児
童
支
援
員
研
修
は
、
支
援
員
と
し
て
必
要
な
活
動
に
最
低
限
必
要
な
情
報
を
網
羅
す
る
も
の
。

児
童
厚
生
員
研
修
の
内
容
や
レ
ベ
ル
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
が
、
同
一
の
も
の
で
は
な
く

研
修
の
全
部
免
除
は
困
難
。
ま
た
、
個
々
の
科
目
に
お
い
て
も
、
受
講
時
と
内
容
が
大
き
く
変
更
さ
れ
て

い
る
可
能
性
が
あ
り
、
自
治
体
の
手
続
き
が
煩
雑
に
な
る
た
め
、
研
修
の
一
部
免
除
は
困
難
。

厚
生
労
働
省
の
考
え
方

24



放
課
後
児
童
支
援
員
の
要
件
緩
和
に
関
す
る
提
案
に
つ
い
て
①

◇
逃
げ
出
す
子
ど
も
、
顔
青
ざ
め
.

春
休
み
中
の
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
た
学
童
保
育
の
場
に
男
が
現
れ
、
い
き
な
り
刃
物
を
振
り
回
し

た
。
「
不
審
者
、
不
審
者
」
。
緊
迫
し
た
園
内
放
送
が
響
く
中
、
一
斉
に
逃
げ
出
す
子
ど
も
た
ち
。
大
人

た
ち
が
ほ
う
き
で
応
戦
し
て
追
い
返
し
、
近
く
の
商
店
に
飛
び
込
ん
だ
子
ど
も
は
青
ざ
め
た
顔
で
震
え

た
。
.
園
に
よ
る
と
、
午
後
３
時
ご
ろ
、
侵
入
し
て
く
る
男
の
姿
を
女
性
職
員
が
目
に
し
た
。
園
内
放
送
で
危

険
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
建
物
の
扉
を
施
錠
し
た
。
.

男
は
ガ
ラ
ス
を
割
っ
て
建
物
の
２
階
へ
。
子
ど
も
を
守
る
た
め
、
別
の
職
員
が
気
を
引
き
、
そ
の
間
に

子
ど
も
た
ち
が
逃
げ
出
し
た
。

「
切
り
付
け
ら
れ
た
。
助
け
て
」
。
午
後
３
時
半
ご
ろ
、
園
の
向
か
い
に
あ
る
福
祉
施
設
に
顔
と
手
首

か
ら
血
を
流
し
た
女
性
が
駆
け
込
ん
で
き
た
。
男
性
職
員
ら
３
人
は
と
っ
さ
に
ほ
う
き
な
ど
を
握
り
、
助

け
に
向
か
っ
た
。
「
子
ど
も
と
職
員
２
０
人
ぐ
ら
い
が
駆
け
込
ん
で
き
た
」
と
近
く
で
商
店
を
営
む
女
性

（
８
７
）
。
子
ど
も
た
ち
は
男
が
ド
ア
の
ガ
ラ
ス
を
破
っ
て
き
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
お
び
え
て
い
た
。
女
性
は

急
い
で
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
閉
め
「
大
丈
夫
、
大
丈
夫
」
と
慰
め
た
。
.

（
20

17
年

3月
31
日
産
経
新
聞
か
ら
抜
粋
）

本
年
３
月
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
不
審
者
が
対
応
し
た
際
の
模
様
（
産
経
新
聞
記
事
よ
り
）

放
課
後
児
童
支
援
員
の
必
置
義
務
及
び
厚
生
労
働
省
の
考
え
方

放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
厚
生
労
働
省
令
（
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
）
に
よ
り
、
支
援
の
単
位
ご
と
に
２
人
以
上
と
す
る
こ
と
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

26
年
厚
生
労
働
省
令
第

63
号
）
（
抄
）

（
職
員
）

第
１
０
条
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
ご
と
に
、
放
課
後
児
童
支
援
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
放
課
後
児
童
支
援
員
の
数
は
、
支
援
の
単
位
ご
と
に
２
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
１
人
を
除
き
、
補
助
員
（
放
課
後
児
童
支
援
員
が
行
う
支

援
に
つ
い
て
放
課
後
児
童
支
援
員
を
補
助
す
る
者
を
い
う
。
第
５
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
放
課
後
児
童
支
援
員
及
び
補
助
員
は
、
支
援
の
単
位
ご
と
に
専
ら
当
該
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
が

２
０
人
未
満
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
で
あ
っ
て
、
放
課
後
児
童
支
援
員
の
う
ち
１
人
を
除
い
た
者
又
は
補
助
員
が
同
一
敷
地
内
に
あ
る

他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
利
用
者
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
２
）
員
数
【
従
う
べ
き
基
準
】

○
現
在
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
国
庫
補

助
基
準
で
は
職
員
の
員
数
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、

約
95
％
の
ク
ラ
ブ
で
複
数
の
職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
異
年
齢
の
児
童
を
同
時
に

か
つ
継
続
的
に
育
成
・
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
怪

我
や
児
童
同
士
の
い
さ
か
い
へ
の
対
応
な
ど
安
全
面
で

の
管
理
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
多
く
は
職
員
の
み
で
運
営

さ
れ
て
お
り
管
理
者
等
が
業
務
を
代
替
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
か
ら
、
職
員
は
２
人
以
上
配
置
す
る
こ
と
と
し
、
う

ち
１
人
以
上
は
有
資
格
者
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

の
基
準
に
関
す
る
専
門
委
員
会
報
告
書
」
平
成
25
年

12
月

25



放
課
後
児
童
支
援
員
研
修
に
係
る
昨
年
度
の
ご
提
案
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
状
況
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